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安全な道路交通環境の整備に関する推進方針について

安全な道路交通の確保のためには、交通ルールの遵守の徹底等と並行して、

安全な道路交通環境を実現することが極めて重要である。警察庁・建設省では、

特定交通安全施設等整備事業七箇年計画に基づき、交通事故の要因に対応して、

道路整備と交通規制の連携を図りながら一体的に関係施策を推進しているとこ

ろであるが、より効果的に安全な道路交通環境の整備を推進するため、警察庁

・建設省の連携を密にするとともに、施策の企画、評価、進行管理等に関して

協議を行う「道路交通環境安全推進会議」を平成11年９月30日に設置したとこ

ろである。

このたび、同推進会議における協議を経て、警察庁と建設省が共同で、別添

の「安全な道路交通環境の整備に関する推進方針（以下「推進方針」という。）」

を策定したので、各都道府県警察にあっては、推進方針に定めるところに従い、

道路管理者との緊密な連携の下に安全な道路交通環境の整備を推進されたい。

なお、道路管理者には建設省道路局長から同旨の内容が通達されているころ

を申し添える。また、具体的な実施方針については、別途定めて通知する予定

である。
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